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裏面へ 

   
中土佐町では、令和８年３月１日から国の重点支援地方交付金を活用し「中土佐町物 
価高騰対策キャッシュレス決済ポイント還元事業」を開始しています。 
この事業では、町内のお店で『ジモッペイ』で支払いをすると、利用者は最大 30％の還

元が受けられます。これにより、町内店舗の利用者増加が期待されます。 
そこで、多くの事業者様にこの事業に参加していただきたく、説明会を開催すること 
となりました。ぜひ、下記の日程で実施する説明会にご参加ください。  
事 業 概 要 
高知信用金庫が運営する『ジモッペイ』を利用して、町内加盟店で買い物をすると最

大３０％のポイント還元が受けられる事業です。 
加盟店登録には『ジモッチャビジネス』への登録が必要になります。  
説明会 プログラム 
・本事業の説明 
・『『ジモッペイ』『ジモッチャビジネス』の説明 
及び登録方法、操作方法 等  
開 催 日 時 
令和８年３月１０日（火） （予約不要） 
・第１回：１４時～     ・第２回：１８時～ 
※２回とも同じ内容です。どちらか都合の良い時間にご参加ください。 
※説明会の参加は、加盟店登録を強制するものではありません。 
お気軽にご参加ください。  

場  所 
中土佐町役場 １階 大会議室１    
中土佐町内事業者向け 事業者説明会を開催します！ 



 還 元 率 
本社所在地が中土佐町内である店舗 → ３０％ 
本社所在地が中土佐町外である店舗 → １０％   ポイント還元上限額   １人当たり上限１５，０００ポイント (１万５千円相当)  
事 業 活 用 例   町内に本社がある町内店舗で、１万円の買い物をした場合、 
３千円相当のポイントが還元。後日、町内店舗で還元された 
ポイントを使って買い物が可能！          上限までポイントを受け取ろうとした場合、町内で５万円相当の買い物が必要になりま

す。  また、町外の方が中土佐町で買い物をしてもポイントの受け取りが可能です。  この機会にぜひ、事業へのご協力をお願いしたいと思います。  
まずは説明会へご参加ください！ お待ちしています！ 今日の買い物で得し

たポイントで外食で

もしようかね。 

やったー！！ 
今日は中土佐

町でお得にお

買い物！ ポイントはな

んに使おうね 


